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平成 28 年度答申に対する取り組み状況について(報告) 

 

 

提言内容 取り組み・実績 

1. 職員ヒアリングを対象事業へ拡大実施

―実質的な評価と事業の説明責任― 

1. 今年度より市民参加推進会議【第５

期】において、終了評価の全てに対

し職員ヒアリングを実施する。 

2. 中間評価を見直し、終了評価に重点 

―よりよい未来への中間評価へ― 

2. 中間評価の方法を、点数による定量

的評価からコメントによる定性的

評価へ見直し、それに伴い様式を変

更する。【Ｐ．２～３参照】 

3. パブリックコメントへのゼロ回答を 

なくす 

―市民への参加意識を高めるための 

情報発信― 

3. ・広報しろいにおいてパブリック

コメントや市の審議会の募集な

ど市民参加の手法に関する記事

を一元化することで、市民が一目

でわかるような情報発信を行う。

（Ｐ．４参照）

 

 ・市民参加対象事業を行う担当課に

対し、市民参加条例の研修やヒア

リング等を通じて積極的な情報発

信や、結果の公表など市民の市政

に関する参加意欲を向上させるよ

う周知啓発を行う。 

4. 市民参加対象事業の担当職員に対する

事前研修の導入 

―市民参加の理解に基づく事業推進― 

4.平成２９年度に市民参加対象事業を

行う担当課に対し、市民参加の目的や

対象事業の実施方法の調査、市民参加

推進会議の調査基準・水準の通知など

の事前研修を実施する予定。 
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※主な変更点 

 

 

 

 

・中間評価における点数評価の要素の削除 
・昨年度実施した市民参加の手法と来年度実施する市民参加手法をコメントの

評価対象とし、コメント欄を新規追加 

点数評価の廃止 

変更前 
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実施した市民参加の手法と今後実施

予定の市民参加の手法のコメントに

よる評価の追加 

変更後 



-4-


